
第１回新田川流域治水協議会 

議事概要 

開 催 日 時：令和４年１月７日（金） 14時 00分～15時 00分 

開 催 場 所：福島県南相馬合同庁舎 南庁舎４階 ４０３（南）会議室（WEB会議併用）

出 席 者：南相馬市長、飯舘村長、福島県相双地方振興局長（代理：県民環境部長）、 

福島県相双農林事務所長、福島県相双建設事務所長 

(オブザーバー)：東北地方整備局地域河川課長、福島地方気象台長 

        福島県農林水産部（森林計画課）、 

        福島県土木部（河川計画課、河川整備課、砂防課、都市計画課、下水道課） 

議事内容 

・協議会設立趣旨、規約、構成確認 

・流域治水について 

協議、意見交換 

・協議会設立趣旨及び規約について、構成員全員から承認を得た。 

・流域治水の取組及び今後のスケジュールについて了解を得た。 

・流域治水について各機関からの意見交換（以下、発言内容） 

【南相馬市】 

流域治水対策メニューを令和４年１月２０日までに作成するとのことだが、考え得る様々

な対策を挙げるということで良いか。

【事務局（相双建設）】 

今回の依頼は関係者が現在行っている、または行う予定の流域治水対策に資する事業やそ

の事業スケジュールを挙げていただき、関係するものが情報共有することを目的としてお

り、今後、流域内におけるさらなる治水事業の必要性等について、検討したいと考える。

【相双農林事務所長】 

流域治水プロジェクトを策定して終わりでは無く、年一回程度と定期的に協議会を開催す

ることで、各事業のフォローアップ等を行っていく必要があると考えている。 

【南相馬市】 

新田川を始め、市内の河川では近年水位上昇が急である。河道掘削だけで、令和元年のよ

うな豪雨を防げるのかという心配もある。このような協議会を通じて十分検討していただき

たい。 

次頁あり 



【飯舘村】 

当村は集水域に位置しており、水田を利用した田んぼダムや山林での水源涵養などが考え

られる。 

【事務局（相双建設）】 

皆様の意見を踏まえ、本協議会においてしっかり検討していきたい。 


